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○
金
融
庁
告
示
第

号

公
認
会
計
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
八
十
一
号
）
第
九
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
組
織
的
な
運
営
に
関

す
る
原
則
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
五
年

月

日

金
融
庁
長
官

中
島

淳
一

公
認
会
計
士
法
施
行
規
則
第
九
十
六
条
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
は
、
金
融
庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い

て
公
表
さ
れ
た
「
監
査
法
人
の
組
織
的
な
運
営
に
関
す
る
原
則
」
（
監
査
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
）
と
す
る
。


